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物
価
上
昇
局
面
に
お
け
る

税
負
担
の
調
整
と
し
て
基
礎

控
除
お
よ
び
給
与
所
得
控
除

の
増
額
、
ま
た
就
業
調
整
の

対
応
と
し
て
新
た
な
控
除

（
特
定
親
族
特
別
控
除
）
の

創
設
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

国
税
に
つ
い
て
は
以
下
の

と
お
り
で
す
。

１
．基
礎
控
除

　

基
礎
控
除
に
つ
い
て
、
合

計
所
得
金
額
が
２
３
５
０
万

円
以
下
で
あ
る
個
人
の
控
除

額
を
10
万
円
引
き
上
げ
る

（
現
行
は
48
万
円
）
。
所
得

金
額
が
２
３
５
０
万
円
を
超

え
２
５
０
０
万
円
ま
で
は
控

除
額
は
低
減
し
て
い
き
ま

す
。

　

上
記
の
改
正
は
、
令
和
７

年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
ま
す
。

２
．給
与
所
得
控
除

　

給
与
所
得
控
除
に
つ
い

て
、
55
万
円
の
最
低
保
障
額

が
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

　

上
記
の
改
正
は
、
２
０
２

５
（
令
和
７
）
年
分
以
後
の

所
得
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

３
．特
定
親
族
特
別
控

除
（
仮
称
）

　

居
住
者
が
生
計
を
一
に
す

る
年
齢
19
歳
以
上
23
歳
未
満

の
親
族
等
（
そ
の
居
住
者
の

配
偶
者
及
び
青
色
事
業
専
従

者
等
を
除
く
も
の
と
し
、
合

計
所
得
金
額
が
１
２
３
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
で
控
除
対
象
扶
養
親

族
に
該
当
し
な
い
も
の
を
有

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
居
住

者
の
そ
の
年
分
の
総
所
得
金

額
等
か
ら
所
得
金
額
に
応
じ

て
（
58
万
円
超
か
ら
１
２
３

万
円
以
下
）
最
高
63
万
円
か

ら
３
万
円
ま
で
控
除
し
ま

す
。４

．上
記
１
〜
３
ま
で

の
見
直
し
に
伴
う

所
要
の
措
置

①
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶

養
親
族
の
合
計
所
得
金
額

要
件
を
58
万
円
以
下
（
現

行
：
48
万
円
以
下
）
に
引

き
上
げ
る
。

②
ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に

す
る
子
の
総
所
得
金
額
等

の
合
計
額
の
要
件
を
58
万

円
以
下
（
現
行
：
48
万
円

以
下
）
に
引
き
上
げ
る
。

③
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金

額
要
件
を
85
万
円
以
下

（
現
行
：
75
万
円
以
下
）

に
引
き
上
げ
る
。

④
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所

得
等
の
所
得
計
算
の
特
例

に
つ
い
て
、
必
要
経
費
に

算
入
す
る
金
額
の
最
低
保

障
額
を
65
万
円
（
現
行
：

55
万
円
）

に
引
き
上
げ

る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
い
わ
ゆ
る

１
０
３
万
円
の
壁
は
１
２
３

万
円
の
壁
に
な
り
ま
す
が
、

憲
法
25
条
の
要
請
す
る
生
計

費
非
課
税
の
観
点
か
ら
は
、

１
２
３
万
円
の
課
税
最
低
限

の
金
額
は
ま
だ
低
す
ぎ
ま

す
。
こ
こ
は
所
得
の
再
分
配

と
セ
ッ
ト
で
議
論
し
な
け
れ

ば
財
源
論
で
適
当
な
落
と
し

ど
こ
ろ
を
探
る
政
局
の
話
に

な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
生
活

の
切
実
さ
か
ら
い
え
ば
食
料

品
価
格
の
上
乗
せ
に
な
る
消

費
税
減
税
の
ほ
う
が
国
民
生

活
の
困
窮
を
救
う
こ
と
に
有

効
な
政
策
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

個
人
住
民
税
に
つ
い
て

　

個
人
住
民
税
に
つ
い
て
も

所
得
税
と
同
様
の
改
正
を
行

い
ま
す
が
基
礎
控
除
の
増
額

は
み
お
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
以
外
の
改
正
は
、
２
０
２

６
（
令
和
８
）
年
度
分
以
後

の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
ま
す
。

５
．そ
の
他
の
改
正
事
項

生
命
保
険
料
控
除
の
拡
充

　

一
般
生
命
保
険
料
控
除
に

つ
い
て
、
23
歳
未
満
の
扶
養

親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、

控
除
額
が
最
大
２
万
円
増
加

し
、
最
大
６
万
円
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
生
命
保
険
料

控
除
額
の
合
計
適
用
限
度
額

12
万
円
に
は
、
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
改
正
は
、
令
和
８
年

分
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
ま
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例

　

今
年
中
に
認
定
住
宅
、
Ｚ

Ｅ
Ｈ
水
準
省
エ
ネ
住
宅
、
省

エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
を
取
得

等
し
た
場
合
に
は
、
２
０
２

４
（
令
和
６
）
年
中
に
取
得

し
た
場
合
と
同
様
の
限
度
額

で
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適

用
が
で
き
ま
す
（
表
参
照
）。

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の

拠
出
限
度
額
等
の
拡
充

　

個
人
型
確
定
拠
出
年
金

（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）
の
拠
出
限

度
額
が
、
次
の
と
お
り
と
さ

れ
ま
す
。

イ
第
一
号
被
保
険
者

月
額
７
・
５
万
円
（
現
行
６

・
８
万
円
）

ロ
企
業
年
金
加
入
者

月
額
６
・
２
万
円
か
ら
企
業

年
金
の
掛
金
額
を
控
除
し
た

額
（
現
行
２
万
円
）

ハ
企
業
年
金
未
加
入
者

月
額
６
・
２
万
円

　

な
お
、
企
業
型
確
定
拠
出

年
金
の
拠
出
限
度
額
に
つ
い

て
も
、
同
様
に
月
額
６
・
２

　

今
回
、
国
際
環
境
の
変
化

等
に
対
応
す
る
た
め
、
防
衛

力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の

た
め
の
税
制
措
置
と
し
て
防

衛
特
別
法
人
税
（
仮
称
）
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

納
税
義
務
者

　

各
事
業
年
度
の
所
得
に
対

す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法

人
は
、
防
衛
特
別
法
人
税
を

納
め
る
義
務
が
あ
る
。

（
注
）
法
人
に
は
、
人
格
の

な
い
社
団
等
及
び
法
人
課
税

信
託
の
引
受
け
を
行
う
個
人

を
含
む
。

課
税
の
範
囲

　

法
人
の
各
課
税
事
業
年
度

の
基
準
法
人
税
額
に
つ
い

て
、
当
分
の
間
、
防
衛
特
別

法
人
税
を
課
す
る
。

税
額
の
計
算

①
防
衛
特
別
法
人
税
の
額

は
、
各
課
税
事
業
年
度
の

課
税
標
準
法
人
税
額
（
課

税
標
準
）
に
４
％
の
税
率

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

と
す
る
。

②
課
税
標
準
法
人
税
額
は
基

準
法
人
税
額
か
ら
基
礎
控

除
額
（
５
０
０
万
円
）
を

控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

　

防
衛
特
別
法
人
税
は
、
令

和
８
年
４
月
１
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

「
１
０
３
万
円
の
壁
」問
題

の
財
源
と
し
て
議
論
の
遡
上

に
あ
が
ら
な
い
法
人
税
増
税

が
「
防
衛
」
目
的
に
な
れ
ば

す
ん
な
り
通
る
よ
う
で
す
。

実
施
主
体
と
す
る
観
点
か

ら
、
法
人
の
名
称
、
目
的
、

業
務
規
定
等
の
見
直
し
を
お

こ
な
い
、
ま
た
一
元
的
で
柔

軟
か
つ
迅
速
な
意
思
決
定
体

制
と
す
る
た
め
、
現
行
の
理

事
会
体
制
の
見
直
し
、
国
や

地
方
関
係
者
の
参
画
、
医
療

Ｄ
Ｘ
の
専
門
家
の
参
画
を
図

る
」（
「
医
療
・
介
護
Ｄ
Ｘ
の

推
進
に
伴
う
税
制
上
の
所
要

の
措
置
」
厚
労
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
よ
り
抜
粋
）

と
し
て
い
ま
す
。
税
制
改
正

か
ら
は
外
れ
ま
す
が
、
支
払

基
金
の
今
後
の
動
向
が
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
終
わ
り
）

①
高
額
な
医
療
用
機
器
（
取

得
価
格
５
０
０
万
円
以

上
）
に
係
る
特
別
償
却
制

度
等
医
療
用
機
器
等
の
特

別
償
却
制
度
に
つ
い
て
、

医
療
用
機
器
に
係
る
措
置

の
対
象
機
器
の
見
直
し
を

行
っ
た
上
、
制
度
の
適
用

期
限
２
年
延
長
す
る
。

②
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
法
等
の
改
正
を
前
提

に
、
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
の
業
務
範
囲
の

見
直
し
等
が
行
わ
れ
た
後

も
、
引
き
続
き
公
共
法
人

等
と
す
る
。

〈
参
考
〉

支
払
基
金
の
改
組
に
つ
い
て

「
支
払
基
金
を
医
療
Ｄ
Ｘ
の

　

自
民
・
公
明
両
党
は
昨
年
12
月
20
日
、「
令
和
７
年
度
与

党
税
制
改
正
大
綱
」
を
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
27
日
に
は
閣

議
決
定
が
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
こ
の
税
制
改
正
大
綱
の
主
な

と
こ
ろ
を
み
て
い
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
１
０
３
万
円
の
壁
を
巡
り
、
自
公
は

国
民
民
主
と
６
度
協
議
し
ま
し
た
が
ま
と
ま
ら
ず
、
大
綱
に

は
自
公
案
の
１
２
３
万
円
を
書
き
込
み
ま
し
た
。

　

一
方
、
大
綱
に
は
３
党
幹
事
長
に
よ
る
「
１
７
８
万
円
を

目
指
す
」
と
の
合
意
内
容
も
記
載
さ
れ
、
ま
た
３
党
幹
事
長

は
20
日
の
会
談
で
協
議
継
続
を
確
認
し
て
い
ま
す
の
で
、
議

論
次
第
で
は
早
々
に
軌
道
修
正
を
迫
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

確定申告の手引き確定申告の手引き
2025年度与党税制改正大綱のポイント

税負担の軽減

・ 給与所得者の所得税の非課税枠を123万円に　
引き上げ

・ 特定扶養控除の子の年収要件を150万円に引き上げ
・iDeCoの掛け金上限額を引き上げ
・住宅ローン減税の子育て世帯優遇を１年延長
・中小企業の法人税率の軽減措置を２年延長
・企業版ふるさと納税は３年延長

負担増

・ 防衛費増へ26年４月に法人・たばこ２税の増税
開始

・ネット通販など少額貨物輸入の課税検討

結論見送り

・防衛増税のうち所得増税の開始時期決定
・高校生らの親の扶養控除縮小
・ガソリン減税の具体策は示さず

出典）「日本経済新聞」2024年12月21日付より

表　住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）
住宅の区分 控除限度額 借入限度額
認定住宅 35万円 5,000万円

ZEH水準省エネ住宅 31.5万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 28万円 4,000万円

2024年分2024年分
所得税所得税

特
集

２
０
２
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
の
具
体
的
内
容

税
理
士

林　
　

明

個
人
所
得
課
税
の
改
正
事
項

個
人
所
得
課
税
の
改
正
事
項

防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
措
置

防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
措
置

医
療
事
業
に
関
す
る
事
項

医
療
事
業
に
関
す
る
事
項

　オンライン請求システムを利用している医
療機関等に審査支払機関が発行する支払関係
帳票は、2024年10月以降、原則オンライン
請求システムのみの配信となっています。

◎ 「当座口振込通知書」「支払調書」「診療報
酬合計書」（７面参照）などのダウンロー
ドは配信月の翌々月の月末までの３カ月間
となっています。期間を過ぎるとダウンロ
ードできなくなるので、必ず期間内にオン
ライン請求システムからダウンロードし、
各医療機関で保存ください。

◎ 期限を過ぎた場合は、各ホームページから
「再発行依頼書」を紙でプリントアウトし
必要事項を記入の上、支払基金大阪府支
部、大阪府国保連合会へ郵送ください。

紙媒体での送付が原則廃止に

オンライン請求医療機関の方へ

支払関係帳票の支払関係帳票の
ダウンロードをダウンロードを
お忘れなく!!お忘れなく!!

万
円
と
す
る
改
正
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
基
金
の

掛
金
額
の
上
限
が
、
月
額
７

・
５
万
円
（
現
行
６
・
８
万

円
）
と
な
り
ま
す
。


